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  会  議  録 

 

１ 会議名 

 令和２年度第９回三和区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）報告事項（公開） 

  ・さんわ保育園の廃止について（通知） 

（２）協議事項（公開） 

  ・令和３年度地域活動支援事業募集要項（案）について 

  ・地域活動支援事業活動報告会の開催について 

（３）その他（公開） 

  ・三和方面隊再編の進捗状況について 

  ・その他 

３ 開催日時 

  令和３年２月２５日（木）午後６時３０分から午後７時００分まで 

４ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 多目的ホール 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者の氏名 

・委 員：飯田英利、池田輝幸、江口晃、小山田幸雄、金井茂康、小林則子、髙橋鉄雄、 

田辺敏行、冨村広文、星野幸雄、松井隆夫、松栄由里、宮澤克己、森由美 

（１４人中１４人出席） 

 ・事務局：三和区総合事務所 山本所長、栗本次長、西山市民生活・福祉グループ兼教育・ 

文化グループ長、池田地域振興班長、飯田副主任 

８ 発言の内容（要旨） 

【栗本次長】 

・会議の開会を宣言 
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・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上の出席

を確認、会議の成立を報告 

・同条例第８条第１項の規定により、議長は会長が務める。 

【髙橋会長】 

  －挨拶－ 

 ・会議録の確認を冨村広文委員に依頼 

【髙橋会長】 

  ３ 報告事項に入る。さんわ保育園の廃止について、事務局に説明を求める。 

【山本所長】 

  資料№１により説明 

【髙橋会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

  （意見、質問なし） 

なければ以上で、さんわ保育園の廃止について終了する。 

  次に、４ 協議事項に入る。初めに、（１）令和３年度地域活動支援事業募集要項（案）

について、事務局に説明を求める。 

【栗本次長】 

資料№２により説明 

・令和３年度の予算の成立を前提としたものである。 

【髙橋会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

  （意見、質問なし） 

  なければ以上で、（１）令和３年度地域活動支援事業募集要項（案）について終了する。 

  次に、（２）地域活動支援事業活動報告会の開催について、事務局に説明を求める。 

【栗本次長】 

資料№３により説明 

【髙橋会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【松井委員】 

  さんわ桜の陣の関係で、事業の完了が３月となっているが、事業についての進捗状況を把
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握しているか。 

【池田班長】 

  団体に事業の実施について確認したところ、４月に予定している桜の陣は、従来の内容を

変更して実施することで決定しており、この事業により予定どおり周知を行うと回答があっ

た。 

【髙橋会長】 

  他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

  なければ以上で、（２）地域活動支援事業活動報告会の開催について終了する。 

次に、５ その他に入る。まず、事務局から消防団三和方面隊の再編の進捗状況について

説明を求める。 

【栗本次長】 

  ・町内会長協議会へ改めて再編についての説明を行った。 

・再編に合わせて団員数が減少する部があるが、再編により減らしたのではなく、団員の

個々の事情によるものである。 

  ・協力金については、分団または部毎に町内会長と今後協議していく。 

【髙橋会長】 

ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【松井委員】 

  団員数が減らされる中で、団員が１人もいない町内は発生するのか。 

【栗本次長】 

  今回の再編は、分団の再編である。 

現在もいない町内はあるが、部として活動しているため町内会毎に見ていない。 

【松井委員】 

  消火栓等について、団員がいると話やすくなる。 

  もともといないなら仕方がないが、いる町内会についての増減の調整については、その部

分も配慮されているのか。 

【栗本次長】 

  人数の調整を行っているわけではない。団員の都合で退団する団員もおられる。方面隊で 

制限しているわけではない。 
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【松井委員】 

  そうすると１分団に対する人数の上限があるのか。決められた人数の配置ではないのか。 

【栗本次長】 

  分団については、人数の上限は決められていない。 

【松井委員】 

  再編にあたり人数の調整は無いということでよいか。 

【栗本次長】 

  そうである。 

【田辺委員】 

  分団統合で広域になるが、町内会の負担が発生することは間違いないと思う。市から分団

へ出動手当などが支払われているはずである。市町村合併により消防団も統合する際に、市

で面倒をみると説明があったはずである。私の町内ではとりあえず協力金の金額を決め支援

し、その後は少しずつ減額して町内会の負担が無くなるものと思っていた。今現在はそのよ

うな話は無いのか。団員の数が変わらなくても、今までどおり町内会で負担していくことが

決まったのか。消防団員が減少しているため、市として団員手当を値上げし、町内会に負担

をかけないようにしてほしい。 

【栗本次長】 

  協力金については、消防団と町内との話し合いであり、市として統一するとか減額してい

く等の話はしていない。 

【田辺委員】 

  分団の統合をする際に、統合した消防団に対しては最終的に市が全て負担するという説明

を聞いてきていた。しかし、当時はそれまでの活動費が足りないという理由で、協力金を出

していたのが始まりである。その後に団員が減少し、活動が縮小しているなかで、変わりな

く町内会が負担している。当初の基本的な話がいつまでも変わらないと感じていた。 

【山本所長】 

  いつ頃の話なのか。 

【田辺委員】 

  上越市に合併した当時の話である。 

【山本所長】 

  合併協議のなかでの消防に関する負担の取り決め内容を確認し、次回報告する。 
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  協力金については、区内で取決めが違うため町内会での判断となっている。今後の取扱い

についても各消防団と町内会長の皆様との間で協議いただき、決定されるものと考えてい

る。 

【髙橋会長】 

ほかに意見、質問はあるか。 

（意見、質問なし） 

ほかに何かあるか。 

【池田班長】 

・地域フォーラムの参加について 

【髙橋会長】 

  委員から何かあるか。 

  （なし） 

  最後に次回の開催について、事務局に説明を求める。 

【栗本次長】 

第１０回地域協議会について 

  ・３月２３日（火）午後６時３０分 

【髙橋会長】 

  以上で、５ その他を終了する。 

【小林副会長】 

  ― 挨拶 ― 

  ・議会の閉会を宣言 

 

９ 問合せ先 

  三和区総合事務所 総務･地域振興グループ  TEL：025-532-2323（内線 215） 

                       E-mail：sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 

 

 

mailto:sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp

